
分類 質問 回答

目的 扶養家族の資格調査を行う理由は？

厚生労働省から、既に認定されている被扶養者に対して資格の確認を行うよう指導されているため、実施しています。

実施目的は、資格状況に変更がないか(引き続き被扶養者資格があるか)などを確認し、保険給付費をはじめとする拠出金等の支払いの適正化を図るた

めです。

もし被扶養者に該当しない方が扶養に入り続けた場合、健保が支払う必要のない納付金等を負担することになり、健保財政に大きな影響を与えます。

財政悪化による保険料引き上げを防ぐため、ご協力をお願いいたします。

目的
家族の扶養申請の際、なぜ添付書類の

提出が必要なのか？

被扶養者資格の認定に添付書類の提出が必要な理由は、被扶養者資格のない方を認定してしまいますと、保険給付や国への納付金等本来支出する

必要のない費用を増加させ、その結果、事業主や被保険者の保険料負担が大きくなる可能性があり、そのような事態を防ぐためです。

被扶養者資格を正しく認定し、適切な保険給付を行うことが健康保険制度のあるべき姿であり、健康保険組合の長期的かつ健全な財政運用を可能にし

ます。

以上のことをご理解いただき、扶養認定手続きを行っていただきますようお願いいたします。

用語
扶養家族の資格調査で、収入と所得の

違いは？

【収入とは】

　継続性(年1回以上)があり生活費に充当できるものすべてを指します。税法上とは異なり、課税・非課税の区別なく、総支給額や売上額を収入とみなし

ます。

〔収入となる主なもの〕

　・給与　　・賞与　　・営業収入、不動産収入、農業収入　　・雇用保険、傷病手当金、出産手当金(日額)

　・老齢年金、遺族年金、障がい年金、労災年金などの公的年金　　・企業年金、個人年金保険などの私的年金

　・株式配当金　　・奨学金(給付型)　　・司法修習生の修習資金　　・年1回以上の原稿料、出演料、印税　　など

　　※遺族年金や障害年金は税法上は非課税ですが、健保の被扶養者となるための収入に含まれます。

【所得とは】

　収入から源泉徴収額など必要経費を差し引いたもの。

　※例えば60歳未満で年収131万円、非課税の通勤手当が31万円の場合、税法上では扶養対象となりますが、健保では扶養対象となりません。

●扶養家族の資格調査に関するご質問



提出

書類

扶養家族の資格調査で、別居している

子(学生でない)に生活費を手渡ししてい

る場合、どんな証明が必要か？

別居中の学生でないお子様の扶養認定には、「主として被保険者の仕送り額によって生活している」という事実が必要です。つまり、被保険者が継続的な

仕送りにより、子供の日々の生活(費)を支えているという事実確認を行う必要があるため、手渡しによる送金は認めておりません。事実確認のため、下記２

点の証明書をご提出ください。なお当健保で事実確認出来るものが提出できない場合、扶養の事実確認が出来ないため、扶養削除になる場合がありま

す。

１．お子様への送金証明書

送金証明書とは、送り手(被保険者)と受け手(被扶養者)が明確な書類のことを指します。初めて申請する場合は、振込明細または通帳のコピー(依頼

人・受取人・送金額・送金日が１枚で確認できるもの)の直近3か月分をご提出ください。扶養認定後は、1年分の送金事実を毎年確認しますので、送金

証明書は必ず保管しておいてください。

※送金方法は「対象者名義の口座への振込」のみで、「毎月継続」していることが必要です。（複数月分の一括送金や、手渡し・口座直接入金などは

NG）

２．お子様の収入証明書

送金額はお子様の収入金額以上である必要があります。お子様の収入を確認するための書類として、給与額証明書、給与明細のコピーをご提出くださ

い。

●ご参考

＜扶養継続のケース＞

　月度生計費：13万円、月収：6万円の親族　→　不足の生計費7万円を被保険者が送金しているのであれば、扶養要件に該当します

＜扶養に該当しないケース＞

　月度生計費：13万円、月収：9万円の親族　→　不足の生計費4万円を被保険者が送金していても、生計費の半分未満なので、扶養要件に該当

しません

提出

書類

扶養家族の資格調査で、子(学生)がア

ルバイトをしていたが、辞めたので直近3

か月分の給与明細のコピーを提出できな

い。どうすれば良いか？

今回は下記書類をご提出ください。

　・　扶養調査の回答　・　在学証明書（原本）　・　所得証明書（原本）　・　退職証明書（原本）

アルバイトを継続している場合は、直近3か月の給与明細のコピーが必要ですが、すでに退職された場合は、アルバイト先の社印の入った「退職証明書」の

原本をご提出ください。（個人経営のお店等でアルバイトをされていた場合も「退職証明書」の提出は必要です）

提出

書類

扶養家族の資格調査で、子(学生)にア

ルバイト等の収入がない場合、所得証明

書の提出は必要か？

在学証明書と、収入金額が証明できる公的な書類(※)の提出が必要です。

※非課税である旨の文言のみや、収入額表記が「***」のものはNGです。

無収入であっても市区町村役場にて申告を行い、「0円」表記の書類を入手してください。



提出

書類

扶養家族の資格調査で、子がアルバイト

をして辞めた。バイト先に退職証明書は

発行していないと言われたが、提出は必

要か？

退職証明書の提出は必要です。

ホンダ健保では高校卒業以上(19歳以上)の被扶養者の方に対し、ホンダ健保の扶養認定条件に該当するかを確認するため、収入の有無や収入額等に

関する調査を行っております。したがいまして、学生の方も必要書類をご提出ください。

学生であってもアルバイトの収入額が扶養認定条件の基準額以上の場合は、扶養削除となります。

過去に収入があったが現在はアルバイトを退職して収入がない場合、収入がないことを証明するために退職証明書をご提出ください。

提出

書類

扶養家族の資格調査で、必要書類を期

日までに提出しないとどうなるか？

扶養継続可能であっても、正当な理由がないまま、提出期限までに必要書類の提出が無い方は、法令により被扶養者の資格を抹消することになりますの

でご注意ください。

また資格抹消となった方が、資格喪失日以降に医療機関で治療を受けた場合、医療費を健保へ返還していただくことになりますのでご注意ください。

提出

書類

扶養家族の資格調査の提出書類(被扶

養者の証明書関係)の入手費用は健保

に請求できるか？

健康保険法で、被扶養者の資格証明は被保険者の義務と定められているため、入手費用は受益者(扶養家族の申請をした被保険者)負担です。

もし証明書をご提出されなかった場合、義務を果たされなかったと判断し、被扶養者に扶養から抜けていただきます。

提出

書類

扶養家族の資格調査で提出する住民

票は、1年前に発行されたものでも良い

か？

提出書類は3ヶ月以内に発行されたものを直近の状況、情報として認めます。

1年前に発行された書類は現状を確認出来る証明書として扱うことは出来ません。最新の書類をご提出ください。

提出

書類

扶養家族の資格調査で、すでに調査対

象者の扶養削除を申請済みの場合どう

したら良いか？

調査票の提出は必要ありません。

資格調査の書類が送付された理由として、健保が資格調査のためのデータを抽出後、健保へ扶養削除の届出が届いたケースが考えられます。


